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午前９時３０分 開会 

 

○委員長（中川敦司君） 

  ただいまの出席委員は６名でございます。 

  定足数に達してございますので、総務建

設常任委員会を開会いたします。 

  新型コロナウイルス感染症対策で委員間

の距離を取るため、通常の席から変更をし

ております。皆様にはマスクの着用をして

いただいておりますが、発言の際にもマス

クを着用のままでお願いをいたします。 

  また、傍聴につきましては、スペースの

関係上、第１会議室にて音声傍聴の形を取

らせていただきますので、御了承お願いい

たします。 

  委員会開会に当たりまして、副町長より

挨拶がございます。 

  川村副町長。 

○副町長（川村哲也君） 

  おはようございます。副町長の川村でご

ざいます。 

  まずは一昨日、昨日、一般質問、大切な

議会日程を町長の体調不良により日程を変

更させていただいた件、本当に申し訳ござ

いませんでした。 

  まず、町長のほうの病状でございますけ

れども、４日の朝は、４日の朝も御報告さ

せていただきましたが、発熱があったため

ＰＣＲ検査のほうを行いました。結果は陰

性であったという報告を受けておりますが、

昨日も病院のほうに検査にいきまして、行

ったんでございますけれども特に明確な、

こういう理由だということはなかったとい

うふうに聞いておりまして、本日も頭痛が

かなりひどく、またかなり体もしんどい状

況であるということでございまして、今日

もまた別の病院のほうを受診されるという

ふうに聞いております。今週は、明日もち

ょっとそういう状況でございますので欠席

をさせていただきたいというお話がござい

ましたので、大変申し訳ございませんが、

町長不在という形になりますが、何とか御

了解を賜ればというふうに思っております。 

  本日の総務建設委員会では、３号議案か

ら７号議案、９号議案、１１号議案、１２

号議案の関係部分、１６号議案、以上９件

のほうにつきまして御審議をいただき、御

決定賜りますようどうかよろしくお願いい

たします。簡単ではございますが御挨拶と

させていただきます。本日はよろしくお願

いいたします。町長が不在でございますが、

大変申し訳ございませんが、よろしくお願

いいたします。 

○委員長（中川敦司君） 

  川上委員。 

○委員（川上 勲君） 

  診断書かなんかあって当たり前やからね。

その辺はどないでんの。 

○委員長（中川敦司君） 

  川村副町長。 

○副町長（川村哲也君） 

  検査中でございますので、そういう診断

書まではちょっとまだとれるという状況ま

では確認とっておりませんけれども、病状

がまだ確定をしていないという状況でござ

いますので、それを、まず病状を確定する

というのを先に進めているという状況でご

ざいます。 

○委員長（中川敦司君） 

  川上委員。 

○委員（川上 勲君） 

  確定していなかったら確定していないよ

うな証明書かなんか、あって当たり前やわ。

というのはね、我々が、ちょっと病院行っ

てんねん。ちょっとしんどいから病院行く

って休めるのか。１日や２日やったらしゃ

あないけど。それ委員長どないでんの。 

○委員長（中川敦司君） 
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  これまで、初日開きましたですね。その

後、急遽の件で日程変更になりましたけど

も、そういった意味では今日が２日目とい

うふうな形になるのかな、会議としては、

と思いますけども。 

○委員長（中川敦司君） 

  川上委員。 

○委員（川上 勲君） 

  今日は実際は２日目やけども、昨日、間、

空いてんのちゃう。間空いててもその日程

の中には入っておるからね。 

○委員長（中川敦司君） 

  会議がなかっても確かに会期の中には日

数としては入っています。 

○委員（川上 勲君） 

  入ってるやろ。当然診断書があって当た

り前と思うわ。診断書がなかったらね、町

長が議会に対する何か書いたもんが残って

んと、口頭だけで済ますのやったら、我々

議員でも口頭だけで済むはずや。その辺ど

ない。 

○委員長（中川敦司君） 

  川村副町長。 

○副町長（川村哲也君） 

  すみません、ちょっと説明不足で申し訳

ございません。欠席届のほうは既に議会事

務局のほうにお届けはさせていただいてお

ります。先ほど申し上げたのでいうと、今

検査をしているという状況でございますの

で、その辺についてちょっとその診断書と

いうのがまだ出されていないという状況は、

これは事実として今、申し上げているとい

うことで御理解いただければと思います。 

○委員長（中川敦司君） 

  よろしいですか。 

  これより本日の会議を開かせていただき

ます。 

  本日の審査事項は、お手元に配付のとお

りでございます。 

  令和４年３月定例会議付託案件について

を議題といたします。 

  第３号議案、豊能町職員の育児休業等に

関する条例改正の件を議題といたします。 

  提案理由の説明を求めます。 

  池田秘書人事課長。 

○秘書人事課長（池田拓也君） 

  おはようございます。秘書人事課、池田

です。よろしくお願いします。 

  そうしましたら、第３号議案、豊能町職

員の育児休業等に関する条例改正の件につ

きまして御説明させていただきます。 

  議案書の３から５ページ並びに条例の概

要資料、新旧対照表を併せて御覧ください。 

  また、本日タブレットをお使いの方は、

ＳｉｄｅＢｏｏｋｓのしおりを御利用いた

だき、議案書及び条例の概要資料を御覧く

ださい。 

  初めに改正の理由でございますが、国に

おいて行われる一般職の国家公務員に対す

る措置内容に準じ、職員が育児休業を取得

しやすい勤務環境の整備に関する措置等を

講ずるため所要の改正を行うものでござい

ます。 

  条例の改正内容について御説明させてい

ただきます。 

  第２条第４号及び第１９条第２号は、非

常勤職員の育児休業の取得要件を緩和する

ため、引き続き在職した年数が１年以上と

の要件を廃止するものです。 

  第２３条は、妊娠または出産等について

の申出があった場合における措置等を新た

に規定するものであり、任命権者は育児休

業に関する制度その他の事項を知らせると

ともに、育児休業の承認の請求に係る当該

職員の意向を確認するための面談その他の

措置を講じなければならないこと、また申

出をしたことに対する不利益な取扱いを受

けることがないよう規定するものでござい
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ます。 

  第２４条は勤務環境の整備に関する措置

を新たに規定するものであり、育児休業の

承認の請求が円滑に行われるよう職員に対

する育児休業の研修、相談体制の整備及び

その他育児休業に係る勤務環境の整備に関

する措置を規定するものでございます。 

  第２５条は第２３条及び第２４条の内容

を追加したことによります条ずれでござい

ます。 

  附則といたしまして、この条例は令和４

年４月１日から施行するものです。 

  説明は以上です。御審議いただき御決定

賜りますようよろしくお願いいたします。 

○委員長（中川敦司君） 

  これより、本件に対する質疑を行います。 

  寺脇委員。 

○委員（寺脇直子君） 

  非常勤の職員の育児休暇の取得を緩和す

るということですけれども、今非常に共働

きの人が増えてると思うんですけど、本町

においてこの改正をすることによってのメ

リットを伺います。 

○委員長（中川敦司君） 

  池田秘書人事課長。 

○秘書人事課長（池田拓也君） 

  秘書人事課、池田でございます。 

  今、委員からの御質問なんですけれども、

メリットといいますのは女性も男性も仕事

をしながら育児休業をすることができてな

おかつまた働けるというふうな形で、やめ

てしまうとかそういうことがないように制

度の整備をするものでございまして、今ま

では常勤の職員についてはこういう制度が

あったんですけれども、非常勤職員につき

ましては先ほど申し上げました１年以上勤

務という条件がございましたので、何かし

ちょっと取りにくいというものがあったん

ですけれども、今回その制度を緩和するた

めにこの１年以上いうものを撤廃したとい

うことでございます。 

○委員長（中川敦司君） 

  ほか、いいですか。 

  秋元委員。 

○委員（秋元美智子君） 

  秋元です。よろしくお願いします。 

  この２３条、２４条辺りというのは、も

うとうにあってもいいような内容に私は思

うんですね。ですからこれは対非常勤に対

する新たな定義と受け取ったらいいのか、

それとも無かって今回、正職も非常勤も関

係なくこの２３、２４が加えられたのか、

そこをお答え願います。 

○委員長（中川敦司君） 

  池田秘書人事課長。 

○秘書人事課長（池田拓也君） 

  秘書人事課、池田です。 

  今回改正させていただいております２３

条及び２４条につきましては、常勤職員と

非常勤職員、会計年度任用職員の両方に対

して規定するものでございます。今、委員

おっしゃられてるとおり、従前からこうい

うものがあるんですけれども、条例にはな

いんですけれども、職員に周知というのは

してるところなんですが、より徹底すると

いうようなところでこういうふうに条例の

ほうに規定するということでございます。 

○委員長（中川敦司君） 

  秋元委員。 

○委員（秋元美智子君） 

  分かりました。 

  それで、私これ見てちょっと気になりま

したのは、国のほうではとうにこういうふ

うな条例になっていたのに、町の対応が遅

れていたのかなという疑問も持ったんです

が、そうじゃなくてもう即なのかな、これ。

国のほうも入ってなかったっていう理解で

いいですか。上位法のほうも。 
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○委員長（中川敦司君） 

  池田秘書人事課長。 

○秘書人事課長（池田拓也君） 

  秘書人事課、池田です。 

  国のほうにも当然入っておりませんでし

て、昨年の人事院勧告のときの申し出の中

でこういうことを徹底しなさいという申出

がありましたので、それを受けて整備を行

うものです。 

○委員長（中川敦司君） 

  よろしいですか。ほか、いいですか。 

  寺脇委員。 

○委員（寺脇直子君） 

  育児休業というのは、本町の場合男性の

職員の方もいらっしゃるんですけど、男性

職員の育児休業というのは今どういった状

況なんでしょうか。 

○委員長（中川敦司君） 

  池田秘書人事課長。 

○秘書人事課長（池田拓也君） 

  秘書人事課、池田です。 

  令和２年度の実績でございますが、女性

職員も含めて申し上げます。令和２年度に

育児休業の対象となった職員は女性２名、

男性２名いておりました。実際に育児休業

を取得した職員というのが女性２名であり

まして、男性２名については取得をしてい

ないということでございます。 

○委員長（中川敦司君） 

  よろしいですか。ほかいいですか。 

  管野委員。 

○委員（管野英美子君） 

  おはようございます。管野です。 

  ２３条、２４条、とても条例に書かれて

いいことだと思いますけれど、職員さんは

皆さんこのことを御存じなのか、周知され

ているのか伺います。 

○委員長（中川敦司君） 

  池田秘書人事課長。 

○秘書人事課長（池田拓也君） 

  秘書人事課、池田でございます。 

  今回、条例の中にこういうことをまた再

度周知というか、皆さんに知っていただく

ために規定をしているわけですけれども、

実際の運用上どういうことになっているか

と申し上げますと、育児休業を取得する前

につきましては、女性職員であれば産前休

暇というものが当然ございます。この特別

休暇の申出があったときに私どもの担当職

員がこの制度の説明等をその職員と直接話

をしてさせていただいているというような

ところがございます。また男性職員につき

ましてはお子さんを扶養しているというよ

うな関係もございますので、扶養親族届が

出てきた時点でこういう制度が今はあると

いうようなことを申し上げてますので、職

員全体にちょっと周知するというようなと

ころは今はちょっと考えてないんですけれ

ども、今後この制度を利用する職員が増え

ていくのが一番望ましいと思いますので、

その辺は検討していきたいというふうに考

えております。 

○委員長（中川敦司君） 

  管野委員。 

○委員（管野英美子君） 

  常勤職員はそれでいいと思うんですけど、

非常勤職員はやめていくんじゃないかと。

ちょっとそのところが心配なんですけども、

今、非常勤職員って言ったかな、会計年度

任用職員、とても、誰が正職員かって分か

らへんぐらい一生懸命仕事していただいて

ますから、その辺りはどのように周知して

いただけるんですか。 

○委員長（中川敦司君） 

  池田秘書人事課長。 

○秘書人事課長（池田拓也君） 

  秘書人事課、池田でございます。 

  会計年度任用職員の方につきましても、
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まずそういうふうな状況になったときはま

ず恐らく所属長のほうに御相談をしていた

だくと思うんですね。所属長がこの条例の

改正内容を知っていただいてたら何ら問題

なく御案内できるところなんですが、今、

委員がおっしゃられてるようなところも当

然懸念されるようなところもありますので、

常勤、非常勤、会計年度任用職員問わず周

知する方法は今後こちらでも検討していき

たいと思います。 

○委員長（中川敦司君） 

  ほかよろしいですか。 

  秋元委員。 

○委員（秋元美智子君） 

  今の質問のやりとりですけど、ここのほ

うに職員に対する育児休業に係る研修の実

施って書いてあるので、当然ここ１年以内

ぐらいにはあるんだなというふうに理解は

してたんですけど、よろしいですか、それ

で。 

○委員長（中川敦司君） 

  池田秘書人事課長。 

○秘書人事課長（池田拓也君） 

  秘書人事課、池田でございます。 

  実際ここに研修の実施というような文言

がございますが、今現在、１年以内に実際

にその研修をするというふうな、実はちょ

っとまだ検討はしておりませんでして、当

然研修をするとなりましたらどういう体制

でやっていくか、外部講師を招くのか、も

しくは私どもの担当職員でするのか、また

費用がかかるかかからないかというような

ところもございますので、その辺は研修を

しなくても職員にこの制度を理解させると、

していただくというような周知の仕方をし

ていこうというふうに現在は考えておりま

す。 

○委員長（中川敦司君） 

  よろしいですか。ほかいいですか。 

  ほかなければ私のほうから、すみません。 

  この新旧対照表の分かりやすいのは改正

前の内容でちょっと確認をさせてもらいた

いんですけども、この改正前の第２条の中

に（４）で（ア）かな。在職期間が１年以

上である非常勤職員、これは１年以上であ

れば使えますよっていう、そういうふうな

意味合いでよかったんですか。まずそこか

らお伺いします。 

  池田秘書人事課長。 

○秘書人事課長（池田拓也君） 

  秘書人事課、池田でございます。 

  改正前の条例で申し上げますと、今、委

員がおっしゃられてます１年以上というの

は、１年以上の任期が担保されないととれ

ないということでございます。 

○委員長（中川敦司君） 

  ということは、この４番の条文でいきま

すと、１年以上である非常勤職員の場合は

とれますよというふうに解釈できようかと

思うんですけど、ちょっと私、気になった

のは、この改正前の第２条のこの条文の一

個上に括弧書きで、丸括弧で書いてある、

育児休業をすることができない職員という

ようなタイトルがなってまして、その中の

この文面でいくと１年以上である人は使え

ますよというふうな内容になってるからど

うなのかなと。逆に休業できない職員とい

うふうなくくりにするのやったらここは１

年未満とか、何かそんなふうな表現になる

ほうがふさわしいのかなというふうにちょ

っと思ったんですが、その辺りはどうなん

ですかね。あまり内容とは関係ないんです

けど。すみません。 

  池田秘書人事課長。 

○秘書人事課長（池田拓也君） 

  秘書人事課、池田でございます。 

  特にその内容とはというところなんです

が、内容とは直接関係ないんですが、結局
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適用を除外する職員というのがこういう職

員ですよと。ちょっとこれできない、でき

ないでできるって、ちょっと読み方が非常

に難しいんですけれども、基本的には今回

の改正では１年以上という要件を廃止いた

しますので、特に１年以上の任期の約束が

ない会計年度任用職員でありましても育児

休業の取得ができるというものでございま

す。 

○委員長（中川敦司君） 

  ということは、結局はそのタイトル上に

は育児休業をすることができない職員とい

うふうな表現になってるけども、それはも

う全然考えずにいきましょうということで

すね。 

  もう一点、ちょっと今度は内容的なこと

の質問になりますけども、例えば御夫婦で

働いている方がいらっしゃって、子どもさ

んがいらっしゃって、育児休業しないかん

場合、お母さんが育児休業する場合もあれ

ば、当然お父さんが育児休業する場合もあ

るし、もしかしたら場合によってはお二人

とも育児休業を申請いうかお願いしなあか

んというような場合も、子どもさんが何人

もできちゃったらちょっと大変やろかいう

ことで、そういう場合も想定して二人とも

その場合はとれるのかどうか、その辺りち

ょっと確認をさせてください。 

  池田秘書人事課長。 

○秘書人事課長（池田拓也君） 

  秘書人事課、池田でございます。 

  育児休業の制度につきましては、１回と

れるという、子どもに対して１回という制

度でございますので、例えば共働き御夫婦

でそれぞれが何回ずつかとるとかというの

はできないですね。 

○委員長（中川敦司君） 

  １回。もう一度ちょっと確認ですけど、

１人１回、子どもさん１人に１回って言わ

はったかな。 

  池田秘書人事課長。 

○秘書人事課長（池田拓也君） 

  秘書人事課、池田です。 

  １人のお子様に対して時期をずらしてお

父さんが例えば令和元年にとっててお母さ

んが令和２年にとるという意味合いでした

ら可能です令和元年にお父さんもお母さん

もがその子ども１人に対して一緒に育児休

業をとるということはできない。 

○委員長（中川敦司君） 

  そうしましたら、今、子どもさんが生ま

れたのがお１人というふうな想定やったけ

ども、例えば双子さんとか三つ子さんって

珍しいかもわからんけど、そんなふうに子

どもさんが一気に何人もいらっしゃるよう

な場合でも、今のようにお父ちゃんとお母

ちゃんがシリーズでとらなあかんというよ

うなことになるんですか。 

  池田秘書人事課長。 

○秘書人事課長（池田拓也君） 

  秘書人事課、池田です。 

  考え方は先ほど申し上げた一人の場合と

同様でございます。 

○委員長（中川敦司君） 

  ありがとうございます。もうほかよろし

いですか。 

（「なし」の声あり） 

○委員長（中川敦司君） 

  そうしましたら、質疑を終結いたします。 

  これより討論を行います。討論ありませ

んか。 

（「なし」の声あり） 

○委員長（中川敦司君） 

  これより採決を行います。 

  本件は、原案のとおり可決と認めること

に賛成の方は挙手をお願いいたします。 

（全員挙手） 

○委員長（中川敦司君） 
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  挙手全員です。 

  よって、第３号議案は原案のとおり可決

されました。 

  続いて「第４号議案 豊能町一般職の職

員の給与に関する条例改正の件」、そして

「第５号議案 豊能町特別職の職員の給与

に関する条例改正の件」及び「第６号議案 

豊能町議会議員の議員報酬及び費用弁償等

に関する条例改正の件」の３議案は関連性

がございますので一括して議題とさせてい

ただきます。 

  一括して提案理由の説明を求めます。 

  池田秘書人事課長。 

○秘書人事課長（池田拓也君） 

  秘書人事課、池田でございます。 

  それでは、第４号議案、豊能町一般職の

職員の給与に関する条例改正の件につきま

して説明をさせていただきます。 

  議案書の６から７ページ、並びに条例の

概要資料、新旧対照表を併せて御覧くださ

い。 

  初めに改正の理由でございますが、昨年

８月１０日の人事院の給与勧告に鑑み、国

において行われる一般職の職員の給与に関

する法律等の一部を改正する法律の改正内

容に準じ、一般職の職員の給与の改定を行

うものでございます。なお、昨年の人事院

の勧告の主な内容でございますが、基礎と

なる民間給与実態調査を実施した結果、民

間のボーナスに相当する特別給について、

国家公務員が民間を0.１５月上回っている

ため、0.１５月分引き下げることが８月１

０日に勧告されました。また月例給に関し

ましては、国家公務員の月例給が民間給与

を１９円上回っていますが、官民格差が極

めて小さく、適切な改定を行うことが困難

な場合には、従来から月例給の改定を見送

ってきたことから、本年は月例給の改定は

行わないとの報告が同日ございました。 

  それでは、改正の内容について御説明さ

せていただきます。 

  第２２条第２項において、再任用職員以

外の職員の期末手当支給月数を0.０７５月

数引き下げ、期末勤勉手当の年間支給月数

を4.４５月から4.３０月に改定するもので

ございます。また、同条第３項において再

任用職員の期末手当支給月数を0.０５月引

き下げ、期末勤勉手当の年間支給月数を2.

３５月から2.２５月に改定するものでござ

います。 

  条例の附則といたしまして、この条例は

公布の日から施行するものでございますが、

令和４年６月に支給する期末手当に関する

特例措置を規定しております。令和４年６

月に支給する期末手当の額につきましては、

改正後の条例第２２条第２項及び豊能町一

般職の職員の給与に関する条例第２７条第

１項から第３項、第５項、第６項または第

８項の規定に関わらず、これらの規定によ

り算定される期末手当の額から令和３年１

２月に支給された期末手当の額に職員の区

分ごとに定める割合を乗じて得た額を減じ

た額とする特例措置を設けるものでござい

ます。この特例措置でございますが、国は

新型コロナウイルス感染症拡大による経済

的打撃を受ける企業、国民に対する各種経

済支援に取り組んでいるため、例年同様に

人事院の勧告に基づく国家公務員の給与改

定を１１月に実施することは、コロナから

回復途上にある国の経済にマイナスの影響

を与えることも念頭に置きつつ対応してい

くことが重要であると判断し、実施に当た

っては令和３年度の引下げ相当分を令和４

年６月のボーナスから減額調整することが

妥当とする旨、令和３年１１月２４日に閣

議決定されたことを受け、今回、国に準じ

て令和４年６月に支給する期末手当で調整

するための特例措置を講ずるものでござい
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ます。 

  なお、本改正によります影響額でござい

ますが、一般会計で約1,６２７万円の減額

となっております。 

  続きまして、第５号議案、豊能町特別職

の職員の給与に関する条例改正の件につい

て説明させていただきます。 

  議案書の８から９ページ、並びに条例の

概要資料、新旧対照表を併せて御覧くださ

い。 

  改正の理由でございますが、国において

行われる一般職の国家公務員の期末手当に

関する措置内容に準じて、町長、副町長、

教育長の期末手当の支給月数の改定を行う

ものでございます。 

  次に、改正の内容について説明させてい

ただきます。第４条第３項において６月期

及び１２月期の期末手当の支給割合をそれ

ぞれ１００分の２２2.５から１００分の２

１５に、支給月数で申し上げますとそれぞ

れ0.０７５月分引き下げ、年間の支給月数

を4.４５月から4.３０月とするものでござ

います。 

  条例の附則といたしまして、この条例は

公布の日から施行するものですが、先ほど

御説明いたしました第４号議案、豊能町一

般職の給与に関する条例改正の附則と同様

に、令和４年６月に支給する期末手当に関

する特例措置を設けてございます。令和４

年６月に支給する期末手当の額につきまし

ては、改正後の条例第４条第３項の規定に

関わらず、同項の規定により算定される期

末手当の額から令和３年１２月に支給され

た期末手当の額に２２2.５分の１５を乗じ

て得た額を減じた額とする特例を設けるも

のでございます。 

  なお、本改正によります影響額でござい

ますが、約５０万円の減額というふうにな

っております。 

  続きまして、第６号議案、豊能町議会議

員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例

改正の件につきまして説明させていただき

ます。 

  議案書１０から１１ページ、並びに条例

の概要資料、新旧対照表を併せて御覧くだ

さい。 

  改正の理由でございますが、国において

行われる一般職の国家公務員等の期末手当

に関する措置内容に鑑み、町議会議員の期

末手当の支給月数の改定を行うものでござ

います。 

  改正の内容について御説明させていただ

きます。第４条第２項において、６月期及

び１２月期の期末手当の支給割合をそれぞ

れ１００分の２２2.５から１００分の２１

５に、支給月数で申し上げますとそれぞれ0.

０７５月分引き下げ、年間の支給月数を4.

４５月から4.３０月とするものでございま

す。 

  条例の附則といたしまして、この条例は

公布の日から施行するものですが、先ほど

御説明いたしました第４号議案、豊能町一

般職の給与に関する条例改正の附則と同様

に、令和４年６月に支給する期末手当に関

する特例措置を設けております。令和４年

６月に支給する期末手当の額につきまして

は、改正後の条例第４条第２項の規定に関

わらず、同項の規定により算定される期末

手当の額から令和３年１２月に支給された

期末手当の額に２２2.５分の１５を乗じて

得た額を減じた額とするという特例措置を

設けるものでございます。 

  なお、本改正によります影響額でござい

ますが、約９６万円の減額というふうにな

っております。 

  第４号議案から第６号議案までの説明は

以上です。御審議いただき決定いただきま

すようよろしくお願いいたします。 
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○委員長（中川敦司君） 

  ただいま、三つの議案ですね。全て説明

がございましたが、これら三つの件、３件

一括で質疑を行いたいと思います。質問ご

ざいますか。４号、５号、６号。 

  管野委員。 

○委員（管野英美子君） 

  管野です。ちょっと聞き逃したかもしれ

ませんが、第４号議案の分で影響額という

のはお幾らですか。 

○委員長（中川敦司君） 

  池田秘書人事課長。 

○秘書人事課長（池田拓也君） 

  秘書人事課、池田でございます。 

  第４号議案によります影響額でございま

すが、一般会計で約1,６２７万円でござい

ます。 

○委員長（中川敦司君） 

  ほか、質問ありますか。よろしいですか。

ほかの委員さんいいですか。寺脇委員いい

ですか。副委員長もよろしいか。 

  なければ、質疑を終結してもいいですか。 

（「なし」の声あり） 

○委員長（中川敦司君） 

  では、質疑を終結いたします。 

  ではこれより、まず第４号議案ですね。

まず第４号議案に対する討論を行います。

ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○委員長（中川敦司君） 

  討論を終結いたします。 

  これより採決を行います。 

  本件は、原案のとおり可決と認めること

に賛成の方は挙手をお願いいたします。 

（全員挙手） 

○委員長（中川敦司君） 

  挙手全員ですね。 

  よって、第４号議案は原案のとおり可決

されました。 

  では続いて、第５号議案に対する討論を

行います。討論ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○委員長（中川敦司君） 

  では、これより採決を行います。 

  本件は、原案のとおり可決と認めること

に賛成の方は挙手をお願いいたします。 

（全員挙手） 

○委員長（中川敦司君） 

  挙手全員ですね。 

  よって、第５号議案は原案のとおり可決

されました。 

  続いて、第６号議案に対する討論を行い

ます。討論ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○委員長（中川敦司君） 

  では、討論を終結いたします。 

  これより採決を行います。 

  本件は、原案のとおり可決と認めること

に賛成の方は挙手をお願いいたします。 

（全員挙手） 

○委員長（中川敦司君） 

  挙手全員ですね。 

  よって、第６号議案は原案のとおり可決

されました。 

  続いて、第７号議案豊能町特別職の職員

で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関す

る条例改正の件を議題といたします。 

  提案理由の説明を求めます。 

  萩原総務課長。 

○総務課長（萩原哲也君） 

  おはようございます。総務課の萩原です。

よろしくお願いします。 

  それでは、第７号議案、豊能町特別職の

職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に

関する条例改正の件について御説明いたし

ます。 

  議案書の１２・１３ページ、条例の概要

資料、新旧対照表を併せて御覧ください。
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また、タブレットをお使いの方はＳｉｄｅ

Ｂｏｏｋｓのしおりを御利用いただき、議

案書及び条例の概要資料等を御覧ください。 

  提案の理由ですが、非常勤特別職として

新たにデジタル専門官の報酬の額について

定める必要があるため所要の改正を行うも

のです。 

  条例の改正内容ですが、別表の学校医、

学校歯科医もしくは学校薬剤師または保育

所の嘱託医もしくは嘱託歯科医、その他こ

れらに準ずる者の項の次にデジタル専門官

の報酬額の規定を追加するもので、報酬は

月額６万円としております。 

  デジタル専門官は行政のデジタル化に対

応するため、情報通信技術ＩＣＴの知見を

持ち、自治体の現場の実務に即し情報シス

テムの導入等に関する助言、調査等を行う

者として外部人材を任用するものです。 

  なお、附則としまして、この条例改正は

令和４年４月１日から施行いたします。 

  説明は以上です。御審議いただき御決定

くださいますようよろしくお願いいたしま

す。 

○委員長（中川敦司君） 

  では、これより本件に対する質疑を行い

ます。 

  管野委員。 

○委員（管野英美子君） 

  管野です。 

  勤務形態はどういう形になるんでしょう

か。常勤ではないですよね、６万円で。 

○委員長（中川敦司君） 

  萩原総務課長。 

○総務課長（萩原哲也君） 

  総務課、萩原です。 

  勤務形態は特別職の非常勤ということに

なりますので、それで出勤していただくと

いう形になります。 

○委員長（中川敦司君） 

  管野委員。 

○委員（管野英美子君） 

  例えば議会でもタブレットを持ってて、

困ったなって言ったら、ちょっと教えてほ

しいというときに、教えてほしい言うたと

きに来てくれはるんですか。どこの席にい

らっしゃるんですか。 

○委員長（中川敦司君） 

  萩原総務課長。 

○総務課長（萩原哲也君） 

  総務課、萩原です。 

  これちょっとこちらのデジタル専門官に

期待することは、自治体ＤＸの推進が主な

仕事でして、ちょっと操作が分からないと

かそういった簡単な内容についてはうちの

総務課のほうで、職員で対応できるものか

なと思いますし、議会の関連であれば議会

事務局のほうで対応できるのかなというふ

うに思います。 

  あと、勤務については月２回、２日を原

則として想定しております。 

○委員長（中川敦司君） 

  管野委員。 

○委員（管野英美子君） 

  月２日、丸１日来てくれはって、６万円

ですか。 

○委員長（中川敦司君） 

  萩原総務課長。 

○総務課長（萩原哲也君） 

  一応想定としましては１日６時間を想定

してます。なので、単価でいくと5,０００

円掛ける６時間で１日３万円。それが２日

で月６万円が原則という形にしております。 

○委員長（中川敦司君） 

  管野委員。 

○委員（管野英美子君） 

  どこの所属になるんですか。総務課にい

らっしゃるんですか。 

○委員長（中川敦司君） 
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  萩原総務課長。 

○総務課長（萩原哲也君） 

  総務課のほうの所属になります。 

○委員長（中川敦司君） 

  秋元委員。 

○委員（秋元美智子君） 

  私もちょっと想像がつかないんですね。

想像がつかないんですけども、いろいろな

デジタル化でやはりこういった専門家の方

には、役場の中にそういった人材必要だな

ということは十分分かってます。ただこの

学校医とか歯科医とかという形の人たちと

比べた場合に、今、管野委員がお聞きして

たように、どんな勤務形態になるかもうひ

とつはっきりしないんですね。というのは、

例えば学校でしたらいろいろな身体検査と

かそういうとき来てくださいますわね。で

すからこの２日間の限定じゃなくて、その

ほかにも何かトラブルがあったら来てくだ

さる方なんでしょうか。そこら辺がちょっ

と分からないんですね。それとも、トラブ

ルがあってもこの２日間を待って対応して

いただくのか。どういう形になるんでしょ

うか。 

○委員長（中川敦司君） 

  萩原総務課長。 

○総務課長（萩原哲也君） 

  総務課、萩原です。 

  トラブル対応というよりも、これから自

治体ＤＸを推進していく上でいろいろ判断

が要るところとかあるんですね。例えば、

今やってるのは情報システムのことも、な

かなか専門的な知識がないと、ベンダーの

ＳＥと話ししたりとかする場面も多々あり

ますし、技術的な、専門的な技術的な助言

というのを期待しているところですので、

その辺りを。あとうちの町職員、一応総務

課のほうでそういった分野の担当はしてい

るんですが、なかなか専門的な知識を持っ

てるとかまでは言えないので、そういった

ところの人材育成とかいうのもお願いした

いというふうに思っています。 

○委員長（中川敦司君） 

  秋元委員。 

○委員（秋元美智子君） 

  聞いている限りではよく事情が分かって

ないので本当に申し訳ないんだけど、今出

てくるＳＥは何だらかんだらって、ぴんと

こないんですね。本当に申し訳ないけど。

ですから、仮に、私はこれで賛成いたしま

すけれども、この方がもしもこういう方が

いらっしゃらなかったら、町の業務上どこ

に支障を来すのか、今後。そういったとこ

ろなどをちょっと教えてくださるとありが

たいんですけども。 

○委員長（中川敦司君） 

  萩原総務課長。 

○総務課長（萩原哲也君） 

  総務課、萩原です。 

  今ちょっと、だんだん世の中が行政のデ

ジタル化というような方向に進んできてま

して、これから新しいことをいろいろして

いかないといけないと。例えば行政の手続

のオンライン化とか、そういったものとか

いろいろやっていかないといけないんです

ね。そういったところで新しいものを取り

入れたりするときもそうですし、今現状の

システム、業務システムですね。それとか、

あとはネットワーク、あとは情報セキュリ

ティ、そういったいろいろな部分で技術的

な助言、そういったのをいただきたいとい

うところですので、それらも含めてお願い

したいというふうに思っています。 

  以上です。 

○委員長（中川敦司君） 

  よろしいか。 

  川上委員。 

○委員（川上 勲君） 
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  これの件で、私は全然分からんから、清

水さんにいろいろなとき、いろいろな時間

に教えてもらうねんけどね。 

○委員長（中川敦司君） 

  川上委員、すみません。マスクをもう少

し。 

○委員（川上 勲君） 

  はいはい。 

  今、月に２日で６時間言うておったかね。

ほんならその、どういうぐあいにその２日

を決められるかどうか知らんけどね。今、

連絡方法としていろいろな方法あるねんけ

ど、必要なときに連絡して教えてもらうと

いうことはできひんのかな。その辺まずお

願いします。 

○委員長（中川敦司君） 

  萩原総務課長。 

○総務課長（萩原哲也君） 

  総務課の萩原です。 

  日々のトラブルとか、そういったものに

関しては、うちの総務課の職員とかで対応

はできるんですが、いろいろ情報システム

の、これをこうしたほうがええとか、どっ

ちにしようかとか、そういう判断とか、新

しくリプレイス、更新したりとか、あとシ

ステムを改修したりとかする場合にいろい

ろな判断がこれから出てくるので、そうい

ったところの専門的な助言とか、新しいこ

とに取り組むときの、こういった方法があ

りますよとか、そういった助言をしていた

だきたいので、それは月２回という勤務、

原則２回なんですが、その勤務の中である

程度聞きたいことはためて、そこで教えて

もらうというような想定をしております。 

○委員長（中川敦司君） 

  川上委員。 

○委員（川上 勲君） 

  ということは、緊急な場合はどないすん

の、それ。それはおまへんのか。 

○委員長（中川敦司君） 

  萩原総務課長。 

○総務課長（萩原哲也君） 

  総務課、萩原です。 

  メールであるとか、そういったので対応

できるかなというふうに思ってます。 

○委員長（中川敦司君） 

  萩原総務課長。 

○総務課長（萩原哲也君） 

  何か機械的な故障とかであれば、契約し

ているベンダーがありますので、そこで対

応してもらうのが原則ですので。 

○委員長（中川敦司君） 

  川上委員。 

○委員（川上 勲君） 

  そういうことは総務だけじゃなしに、職

員百何人いてはんのに、そういうことをほ

かの人は、多分知ってはる人もようけいは

ると思うねんけど、私らみたいなもんばっ

かり違うと思うからやね。その辺で対応で

きまへんのかいな。 

  それともう一つは、その機械があるわね、

打つやつの機械が。その機械を買うたとこ

で、サービスでそんなんを教えてもらうこ

とできまへんのか。 

○委員長（中川敦司君） 

  ちょっとすみません。要は、今回のこの

デジタル専門官というのは、私なりの解釈

ですけども、一般質問でも言わせてもらっ

たＤＸアドバイザー的なそういう人材を雇

ったらどないやみたいな話を、私、させて

もらったけども、いやいや豊能町だけでそ

の人を丸抱えして雇うことは到底無理です

という結論を聞かせてもらいました。そこ

で月２回というレベルになるけども雇って

いこうかなというふうなことになったとい

う、そういうふうな流れでよろしいでしょ

うか。 

  萩原総務課長。 
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○総務課長（萩原哲也君） 

  総務課、萩原です。 

  委員のおっしゃるとおりです。 

○委員長（中川敦司君） 

  もうちょっといいですか、すみません。 

（発言する者あり） 

○委員長（中川敦司君） 

  そのＤＸアドバイザーというのは、そも

そもの仕事いうか任務というのは何かいい

ましたら、例えばパソコンの調子が悪いと

か、何かインターネットの調子が悪いとか

いう、そんなハードルの低いいうか、そん

なふうなレベルのことを対応してもらう専

門員ではなくて、どっちかというと、今や

ってるいろいろな手作業の業務とかそうい

ったものをＲＰＡですね。ロボティクス・

プロセス・オートメーションとか、そうい

ったことで、要は業務を非常に人の手を使

わずにコンピュータかな、オートメーショ

ン化していく、そういふうなことで、職員

さんの仕事の負荷を少しでも下げていく、

そういうことをやっていく、主にね。そう

いうふうなことで、今やっている仕事、こ

んな仕事を手作業でやってます、じゃあこ

れはこんなふうにしたらどうですかという

ふうなことをアドバイスいただく。要は業

務の内容を改革していく、やりやすいよう

に。そういうことを目的としたことに力を

発揮していただくのがこのＤＸアドバイザ

ーであり、デジタル専門官であると、そん

なふうな認識でいいんですよね。 

  萩原総務課長。 

○総務課長（萩原哲也君） 

  総務課、萩原です。 

  おっしゃるとおりで、デジタルに関する

政策的な面ですね。そういったもののアド

バイザーとしての力を発揮していただくと

いうようなふうに思っております。 

○委員長（中川敦司君） 

  川上委員。 

○委員（川上 勲君） 

  あれはどこやったかな。保険のほうか福

祉のほうか知らんけどね。どっかへ違った

ものを送って、個人情報がどうのこうのい

うやつを局長からきてんけどね。そんなや

つも対応できまんのかいな。 

（発言する者あり） 

○委員（川上 勲君） 

  それはちゃいまんのか。 

○委員長（中川敦司君） 

  仙波総務部長。 

○総務部長（仙波英太朗君） 

  総務部、仙波です。おはようございます。 

  川上委員おっしゃられた件につきまして

は、うちの職員のほうの不手際で大変申し

訳ございませんでした。その件については

職員の単純な不注意ということで、メール

を、ただ単にここに送るのを違うところに

も送ってしまったという事例ですので、そ

れについては当然、職員について今後こう

いうことがないようにという徹底、指導徹

底のほうを総務のほうからしているところ

でございます。 

○委員長（中川敦司君） 

  川上委員。 

○委員（川上 勲君） 

  決してそれが悪いとは言ってないで、そ

ういうときに、機械かそのコンピュータか

なんか知らんけど、それはちゃいまっせと、

ちゃうとこ送りますさかいそれはちゃうか

ら正常なとこへ送るという指示をするよう

な人が、このデジタル専門官か。 

○委員長（中川敦司君） 

  仙波総務部長。 

○総務部長（仙波英太朗君） 

  仙波です。 

  すみません。今の技術では一度送ってし

まったメールをやめますといって送り直す
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ことはちょっとできないので、デジタル専

門官でもちょっとそこは難しいかと思いま

す。 

○委員長（中川敦司君） 

  秋元委員。 

○委員（秋元美智子君） 

  ぼんやりと、何となく分かってきた感じ

なんですけど、申し訳ない。こういった、

要するに町のいろいろな持っている情報、

そういったものを整理して、どのようにし

て活用していくか、また政策的に早くスム

ーズにというふうなとこでいくと思うんで

すが、この場合、町の個人情報とかそうい

ったものまでも、ときには必要として、そ

の方に手かけてもらって、いろいろな整理

の仕方とか次の対策にいくと思うんですけ

ども、そういう点で非常に信用ある人を来

ていただかなくちゃいけないんですが、こ

の場合どのようにしてこの専門官という方

が探されるのか。何か所属するそういった

大きな、会社とは言わないけど、組織があ

るのかどうか。今、委員長おっしゃったよ

うに、よその自治体と一緒になってこの方

という形を考えていらっしゃるのか。その

人選についてお伺いいたします。 

○委員長（中川敦司君） 

  萩原総務課長。 

○総務課長（萩原哲也君） 

  総務課の萩原です。 

  デジタルに関する専門的な知識を要する

人材ですので、ここは、今思ってるのは大

阪府のほうに御紹介をいただく。大阪府の

ほうで人材を紹介していただくというふう

な想定をしております。 

○委員長（中川敦司君） 

  あといいですか。ちょっと私のほうから

よろしいですか。 

  寺脇委員。 

○委員（寺脇直子君） 

  確認したいんですけども、今、ＤＸの時

代、進めていくような、行政のオンライン

とかそういうデジタル化の時代に入ってる

ので、必要なこと、デジタル専門官は必要

だと思うんですけども、これは今やってる

スマートシティのプロジェクトとか、デジ

タル田園都市とかいろいろありますけど、

そういった政策的なことについても携わっ

たりとか、関連があるんでしょうか。 

○委員長（中川敦司君） 

  松本まちづくり調整監。 

○まちづくり調整監（松本真由美君） 

  松本でございます。 

  今の御質問なんですけれども、町はま

ち・ひと・しごとの創生総合戦略で進めて

いくことになります。この中にもソサエテ

ィ5.０ということで、ＡＩとかＩｏＴ、こ

れを活用して進めいていくというものも入

っております。横連携にはなるとは思いま

すが、その辺りでデジタル専門官の方に御

教授いただくような、そういう場もいただ

きたい、このように考えております。 

○委員長（中川敦司君） 

  川上委員、よろしいですか。 

（発言する者あり） 

○委員長（中川敦司君） 

  分からんのやったら何か質問してもらっ

たらいいと思いますけど。 

  川上委員。 

○委員（川上 勲君） 

  そういう人材、デジタル専門官、そうい

う会社か、団体か組織か知らんけど、そん

なんがあんのんか。それともその専門官は

コンピュータ関係の会社に所属してるのん

か。その辺はどないでんの。 

○委員長（中川敦司君） 

  萩原総務課長。 

○総務課長（萩原哲也君） 

  総務課、萩原です。 
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  そういう業者の詳しい人を採用するとか、

委託とか、そういうのではなくって、詳し

い人材を大阪府のほうを経由して御紹介い

ただきまして、その方を。 

（発言する者あり） 

○総務課長（萩原哲也君） 

  恐らくＯＢですね。職員のＯＢ、大阪府

の職員のＯＢで、大阪府で働かれてたとき

にそういったデジタル分野とか情報化分野

でお仕事を長年されていて精通された方に

なるかなと。 

（発言する者あり） 

○委員長（中川敦司君） 

  川上委員、質問あればマイクでお願いし

ます。 

  仙波総務部長。 

○総務部長（仙波英太朗君） 

  すみません。総務部の仙波です。 

  今回想定している方は、大阪府のＯＢで、

要は大阪府で情報の専門職としてずっとお

仕事をされてこられて、大阪府として市町

村にそういう、いわゆるデジタル化とか、

こういった先ほど、ＤＸとかのアドバイザ

ー、アドバイスをする職務をずっとされて

おられて、今回定年退職後にという方です。

ほかの、私ども豊能町以外のほかの自治体

とも今回こういうふうにいろいろ、そうい

うお仕事もされるというところの、一部、

いわゆる先ほど申し上げた月２回程度とい

うことで豊能町に来ていただけるというこ

とで、当然のことながらそういった分野の

専門家でございますので、お力のほうは発

揮していただけるのかなと考えております。 

○委員長（中川敦司君） 

  川上委員。 

○委員（川上 勲君） 

  要するに、大阪府をやめた人がアルバイ

ト的にするということで思ったらええわけ

やな。 

○委員長（中川敦司君） 

  仙波総務部長。 

○総務部長（仙波英太朗君） 

  総務部、仙波です。 

  報酬的にはアルバイト的にではございま

すが、当然のことながら責任をもってやっ

ていただけると思っております。 

○委員長（中川敦司君） 

  よろしいか。すみません、ほかいいですか。

なければちょっと私のほうからもいいですか

ね。 

  このデジタル専門官、ＤＸアドバイザーと

いう位置づけから、かなりハイレベルな技術

的なお仕事をしていただくというふうなこと

に当然なるのかなと思いますが、初めに申し

上げましたけども、いろいろな、今、職員さ

ん仕事やっておられることをオートメーショ

ン化していくという、そういうふうなことに

なろうかと思いますが、そうなった場合、そ

ういうオートメーション化するためにはシス

テム構築が当然必要ですけども、システム構

築そのものはどこか業者に発注するという、

それともこのＤＸアドバイザーにそこまで構

築をしてもらう、その辺りはどうなんですか。 

  萩原総務課長。 

○総務課長（萩原哲也君） 

  総務課、萩原です。 

  構築までは専門官のほうではすることで

はなくて、実際にシステムの改修とかそう

いった作業は業者のほうにしていただくと。

ただ、施策的な、考え方とか技術的な助言

とか、そういったものについては専門官の

ほうに御指導いただくというふうに思って

おります。 

○委員長（中川敦司君） 

  そうしましたら、実際のシステムの構築

というのは業者になるということで、そこ

に至るまでの、いわゆる、こういう仕事、

こういう仕事、こういう作業、こういう作
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業、こういう作業をまとめてこんなふうな

流れにしましょうかみたいな、いうてみた

らフローチャートみたいな、しっかりと落

とせるようなところまではやっていただけ

るいうようなことでよろしいんですか。 

  萩原総務課長。 

○総務課長（萩原哲也君） 

  総務課、萩原です。 

  自治体ＤＸを推進していく上で、いろい

ろ工程表とか、そういったものも必要にな

ってくるのかなと思いますので、そういっ

たものについてもお願いしたいというふう

に思います。 

○委員長（中川敦司君） 

  ほか、質問ありませんか。 

  才脇副委員長。 

○副委員長（才脇明美君） 

  ホームページを作っておられるところは

どこになるんでしょうか。 

○委員長（中川敦司君） 

  田中まちづくり創造課長。 

○まちづくり創造課長（田中久志君） 

  まちづくり創造課の田中です。 

  ホームページにつきましては、まちづく

り創造課が担当しております。 

○委員長（中川敦司君） 

  才脇副委員長。 

○副委員長（才脇明美君） 

  職員の方です。 

○委員長（中川敦司君） 

  田中まちづくり創造課長。 

○まちづくり創造課長（田中久志君） 

  まちづくり創造課の田中です。 

  ホームページに掲載しておりますページ

につきましては、職員のほうで作成してお

ります。 

○委員長（中川敦司君） 

  才脇副委員長。 

○副委員長（才脇明美君） 

  全て職員の方がされているんですね。 

○委員長（中川敦司君） 

  田中まちづくり創造課長。 

○まちづくり創造課長（田中久志君） 

  まちづくり創造課の田中です。 

  ホームページ自体のシステム自体は業者

のほうに委託をして、いわゆる箱を作りま

して、その中にページのほう入れていって

いるんですけれども、そのページの作成に

つきましては全て職員のほうで行っており

ます。 

  以上です。 

○委員長（中川敦司君） 

  ほかないですか。ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○委員長（中川敦司君） 

  では、質疑を終結いたします。 

  これより討論を行います。討論ありませ

んか。 

（「なし」の声あり） 

○委員長（中川敦司君） 

  では討論を終結します。 

  これより採決を行います。 

  本件は、原案のとおり可決と認めること

に賛成の方は挙手をお願いいたします。 

（全員挙手） 

○委員長（中川敦司君） 

  全員ですね。挙手全員でございます。 

  よって、第７号議案は原案のとおり可決

となりました。 

  続いて、第９号議案、豊能町都市計画法

施行条例改正の件を議題といたします。 

  提案理由の説明を求めます。 

  田中都市計画課長。 

○都市計画課長（田中克生君） 

  都市計画課、田中です。よろしくお願い

します。 

  それでは、第９号議案、豊能町都市計画

法施行条例改正の件について御説明させて
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いただきます。 

  議案書１６ページ及び条例の概要資料を

御覧ください。 

  豊能町都市計画法施行条例の一部を改正

する条例を次のように定めるものです。 

  提案理由ですが、都市計画法施行令の改

正に伴い、所要の改正を行うものでござい

ます。 

  条例の概要としましては、頻発激甚化す

る自然災害により市街化調整区域の災害リ

スクの高い区域で住宅等の開発許可を厳格

化するため、政令が改正されることとなり

ました。これにより開発許可をすることが

できる開発行為を条例で定める場合の政令

の基準等が改正されることに伴い、本条例

を改正するものであります。 

  主な改正の内容につきましては、新旧対

照表を御覧ください。 

  第３条と第４条につきましては、第３条

及び第４条中第８条第１項第２号ロからニ

までに掲げる土地の、を第２９条の９第１

号から第６号までに掲げる区域及び同条第

７号に掲げる、に改めるものであります。

これにより、今まで条例において開発でき

ない区域として規定済みであった区域に浸

水被害防止区域と土砂災害警戒区域と浸水

想定区域の三つを追加するものであります。 

  続きまして、別表１１については、別表

１１の項中第６０条を第６０条第１項に改

め、規定の整備を行うものであります。 

  附則としまして、この条例は令和４年４

月１日から施行するものです。また、経過

措置として、この条例の施行の際に許可の

申請がされている場合の当該申請に係る許

可の基準につきましては、この条例の施行

の日から令和５年３月３１日までの間は改

正後の第３条及び第４条の規定に関わらず、

なお従前の例によるものとします。 

  説明は以上でございます。御審議賜り御

決定いただきますよう、よろしくお願いい

たします。 

○委員長（中川敦司君） 

  ではこれより、本件に対する質疑を行い

ます。 

  寺脇委員。 

○委員（寺脇直子君） 

  最近、熱海のこともありますし、すごく

自然災害が多発していますので、この市街

化調整区域内で開発許可を厳格化せざるを

得ない状況にあるのかなと思うんですが、

これ特に市街化調整区域って本町にもある

と思うんですけども、住宅等というのは店

舗とかもそうなるのかっていうのと、本町、

市街化調整区域もあると思うんですが、こ

の厳格化することでどういう影響になると

いうか、その辺りをお伺いします。 

○委員長（中川敦司君） 

  田中都市計画課長。 

○都市計画課長（田中克生君） 

  都市計画課、田中です。 

  市街化調整区域、本町の約９割部分を占

めておるわけですけども、この条例に対し

て住宅等という定義づけしておりますのは、

委員おっしゃるとおり店舗等も含まれます。

本町の影響、どういった影響があるかとい

うことなんですけども、今まで条例で開発

できない区域として規定済みであった区域

としましては、災害危険区域、それから地

すべり防止区域、それから急傾斜地崩壊危

険区域、それと土砂災害特別警戒区域とい

ように四つの区域がございます。そこに、

今回御説明した三つの区域が入ります。国

の方針のほうとしましては、危険なところ

に住むなというようなことがメインで今回

の法改正がなされるように聞いております。

ですので、今のところは特段、市街化調整

区域でいろいろ方法はありながらも、建物

を建てる基準ですね。いろいろ方法はあり
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ながらも、非常に厳しいハードルを越えな

いと建物を建築することができませんでし

たので、その中でも、市街化調整区域の中

で、都市計画法３４条という条項がござい

まして、その中の１号から１４号という細

かく分かれたルールがございます。その中

で、都市計画法３４条の１２号から１４号、

これは何かといいますと、１２号のほうが

条例で定められたやむを得ない開発行為、

それから１３号は既存権利者の開発行為、

それから１４号はその他やむを得ない開発

行為としまして、大阪府の開発審査会の議

を得ないと市街化調整区域の中で許可がで

きないことになります。今お伝えした１２

号から１４号に該当するところの部分に、

今回新たに付け加えられました三つの区域

に入ってたら駄目だよというところが主な

改正の趣旨になります。 

  説明は以上です。 

○委員長（中川敦司君） 

  管野委員。 

○委員（管野英美子君） 

  それでは、その危険な区域に既存の建物

があると思うんですけれども、建て替えや

増築というのはできないんですか。 

○委員長（中川敦司君） 

  田中都市計画課長。 

○都市計画課長（田中克生君） 

  都市計画課、田中です。 

  これにつきましては、今から建てる、新

築の、今、既存の建物があって建て替える

場合は既存権利がございますので影響はな

いんですけども、建物が建ってない土地に

建てるよというところが、今お伝えした区

域の中ですと駄目だよということになって

しまします。 

  以上です。 

○委員長（中川敦司君） 

  管野委員。 

○委員（管野英美子君） 

  確認です。では増築というのは、今建っ

てないところへ建てるというのは駄目とい

うことですね。 

○委員長（中川敦司君） 

  田中都市計画課長。 

○都市計画課長（田中克生君） 

  都市計画課、田中です。 

  委員おっしゃる増築というのは、既存の

建物があって建て増しするというのが増築

になりますので、今回の条例対象は更地の

ところですね。何もない場所に建物を新築

する場合になります。 

  以上です。 

○委員長（中川敦司君） 

  １点、よろしいですか。この市街化調整

区域というのは、そもそも家とか建てづら

いというか、いろいろしばりがあってでき

ないというようなことになってますけども、

その地域に既に家が建っていると。その家

が、この、今言うてるこのレッドゾーンや

とか水浸ハザードエリアとかにもう既に入

ってしまっている、そういうおうちも当然、

まずあるのかどうか。それをまずお伺いい

たします。 

  田中都市計画課長。 

○都市計画課長（田中克生君） 

  都市計画課、田中です。 

  戸数は把握しておりませんけども、いろ

いろな網がけがされている区域の中に建物

はあります。 

○委員長（中川敦司君） 

  そのような市街化調整区域の、いわゆる

開発行為が非常に、レッドゾーンとかハザ

ードエリアとかでかかっているようなおう

ちは、当然、今あるという話でしたけども、

そういうおうちが、危険やから、ちょっと

家の位置をちょっと、その家つぶしてちょ

っと、１０メートルか２０メートル、その
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エリアに外れるようなところに家を建てる、

建て替えるいうんかな、それはオーケーに

なるということですか。 

  田中都市計画課長。 

○都市計画課長（田中克生君） 

  都市計画課、田中です。 

  いろいろなケースがありますので、今お

っしゃられてる、既存の建物がそういう危

険なゾーンになってるので移転しますって

いうのは、移転、そこの土地が宅地である

とか雑種地であるとかいうことに限定され

ますけども、既存権利等ありますので、建

てる手法はあります。 

○委員長（中川敦司君） 

  ということは、実質そういうエリアにか

かっているおうちについては、この市街化

調整区域ではあるけども、そういうふうな

こともできますよというようなことで、危

険なエリアからちょっと家をずらすいうか、

そういうことは何かそういう方にお伝えし

たりも、今後していくことになるんですか。 

  田中都市計画課長。 

○都市計画課長（田中克生君） 

  別の取組になりますけども、建設課のほ

うでレッドゾーンにエリアに入っておる住

宅に対する移転の補助とか、除却の補助と

かいう制度はございます。それ以外に、今

回の法改正に伴う条例のところの部分なん

ですけど、何かのタイミング、ホームペー

ジ等ですね。都市計画課のホームページの

中で、こういう基準が改正されましたとい

うような形で情報発信はしていけたらいい

かなというふうに考えております。 

○委員長（中川敦司君） 

  秋元委員。 

○委員（秋元美智子君） 

  秋元です。 

  先ほど、都市計画法の現条項の３４条の

１２号から１４号のこと触れられて、やむ

を得ない開発の場合は今までできましたと。

このやむを得ない開発というのは多分、何

か施設とかそういった場合かなって私は勝

手に思ってるんですが、一般住宅ではなく

て、いうふうに今まで思ってたんですが、

まずそう思った、思いこんだ上での質問な

んですけど、今回これがより厳しくなって、

より厳しくなったことで、今までだったら

この地域はオーケーだったとこも駄目にな

るっていうところは事実あるんですか。 

○委員長（中川敦司君） 

  田中都市計画課長。 

○都市計画課長（田中克生君） 

  都市計画課、田中です。 

  その他やむを得ない開発行為、提案基準

というのがございまして、提案基準１から

提案基準２８までございます。それ以外に

も包括決議のいろいろな方法がございまし

て、例えば分家住宅とか。娘さん、息子さ

んが一旦出ていって帰ってくる、Ｕターン

でその方の家を建てるとかですね。それと

か、農家民宿とか、あとは有料老人ホーム

とか、普通の今ある建物を例えば用途替え

するとかいうところで、いろいろ提案基準

がございます。その提案基準の中で今回三

つ御説明させてもらった区域に入ってると

できませんというふうに。 

（発言する者あり） 

○委員長（中川敦司君） 

  寺脇委員。 

○委員（寺脇直子君） 

  今回、開発許可について非常に厳格化に

なるってことなんですけども、本町９割が

市街化調整区域という状況なんですけども、

例えばこのレッドゾーンの開発について、

事業者がレッドゾーンで開発をしたいとい

うか、そういうのに従わずに開発するよう

な場合とかいうのはどういった手続という

か、どういう対応になるんでしょうか。 
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○委員長（中川敦司君） 

  田中都市計画課長。 

○都市計画課長（田中克生君） 

  都市計画課、田中です。 

  そもそも許可ができない区域でそういう

ふうに何か開発行為をするというところは、

都市計画法も建築基準法も許可できません

ので、違法行為となってしまいます。 

  以上です。 

○委員長（中川敦司君） 

  ほかどうですか。ないですか。 

（「なし」の声あり） 

○委員長（中川敦司君） 

  では、質疑を終結いたします。 

  これより討論を行います。討論ありませ

んか。 

（「なし」の声あり） 

○委員長（中川敦司君） 

  では討論を終結いたします。 

  これより採決を行います。 

  本件は、原案のとおり可決と認めること

に賛成の方は挙手をお願いいたします。 

（全員挙手） 

○委員長（中川敦司君） 

  挙手全員ですね。 

  よって、第９号議案は原案のとおり可決

されました。 

  すみません。ここで１時間少したちまし

たので、ちょっと休憩を入れさせていただ

きます。暫時休憩いたします。再開は１０

時５５分とさせていただきます。よろしく

お願いします。 

（午前１０時４２分 休憩） 

（午前１０時５５分 再開） 

○委員長（中川敦司君） 

  では、休憩前に引き続き会議を再開いた

します。 

  続きまして、第１１号議案、豊能町消防団

員等公務災害補償条例改正の件を議題といた

します。 

  提案理由の説明を求めます。 

  萩原総務課長。 

○総務課長（萩原哲也君） 

  総務課、萩原です。 

  それでは、第１１号議案、豊能町消防団員

等公務災害補償条例改正の件について御説明

いたします。議案書の２０ページ、２１ペー

ジ、条例の概要資料、新旧対照表を併せて御

覧ください。 

  提案の理由ですが、消防団員等公務災害補

償等責任共済等に関する法律の改正に伴い、

所要の改正を行うものです。 

  条例の改正内容ですが、第３条第２項ただ

し書部分の、ただし、傷病補償年金又は年金

である障害補償若しくは遺族補償を受ける権

利を国民生活金融公庫又は沖縄振興開発金融

公庫に担保に供する場合はこの限りでない、

を削るものです。 

  損害補償、消防団員等公務災害補償を受け

る権利を担保に供することはできないとされ

ていますが、株式会社日本政策金融公庫、及

び沖縄振興開発金融公庫が行う当該権利を担

保とした貸付はその例外とされています。今

般、年金制度の機能強化のための国民年金法

等の一部を改正する法律によりこれらの貸付

が廃止となることから、当該権利を担保とす

ることのできる特例を削除するものです。 

  なお、附則としまして、この条例改正は令

和４年４月１日から施行するものとし、経過

措置としてこの条例の施行の際、現に担保に

供されている傷病補償年金又は年金である障

害補償若しくは遺族補償を受ける権利はこの

条例の施行日以降も、なお従前の例により担

保に供することができるものとします。 

  説明は以上です。御審議いただき御決定く

ださいますようよろしくお願いします。 

○委員長（中川敦司君） 

  では、これより本件に対する質疑を行いま
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す。ありませんか。 

  私からよろしいですか。もう少しこれ具

体的に、例えばこんな場合はこんなふうに

なりますみたいな、そんな形で何か説明が

もしできるようであればお願いしたいなと

思いますが。何かお願いします。 

  萩原総務課長。 

○総務課長（萩原哲也君） 

  総務課、萩原です。 

  ちょっと、大変ややこしくて申し訳ないん

ですけれども、そもそも、まず年金制度の機

能強化のための国民年金法の一部改正する法

律というのが去年ありまして、それが原因で

今年の４月、令和４年４月１日施行で、日本

政策金融公庫、沖縄振興開発金融公庫が行う

消防団員等公務災害補償を受ける権利を担保

として貸付、これが今まではそういう業務が

できてたんですが、今度からできなくなりま

すよというふうになりました。そこで、実際、

消防団員のときに何か事故とかあって、疾病

とかもそうですし障害とか、そういった年金

がもらえるようにもしなったとします。それ

を、その権利、年金を受ける権利を担保に、

その金融公庫からお金の貸付をしてもらうと

いうことが認められてたんです。それがこの

４月以降はその金融公庫がその業務ができな

くなる、法律の改正で。国民年金のほうとの

法律改正でその業務ができなくなったので、

このただし書部分以降の分が必要なくなった

ということです。実際にそんな人がおるかど

うか言われたときにほぼいないのかなという

ふうには思うんですが、もともと消防団員で

いてたときに何か、リスクとかあるので、そ

ういった権利というのが、共済の権利という

のがありますので、それをもとにお金を借り

てたら、もちろん返さなあかんのですが、そ

れを担保にお金を借りることができてた、金

融公庫から。それはもし、貸付を返すことが

できなかったらその担保をとられるので、年

金が今度もらえなくなると、なります、自分

とこにお金が入ってこなくなるいうことでは

ぐあい悪いので、そういったところの改正が

行われて、貸付ができなくなったということ

になります。簡単に言いますと以上ですがよ

ろしいでしょうか。 

○委員長（中川敦司君） 

  分かりました。皆さんよろしいですか。 

（「なし」の声あり） 

○委員長（中川敦司君） 

  では、質疑を終結いたします。 

  これより討論を行います。 

（「なし」の声あり） 

○委員長（中川敦司君） 

  では討論を終結いたします。 

  これより採決を行います。 

  本件は、原案のとおり可決と認めること

に賛成の方は挙手をお願いいたします。 

（全員挙手） 

○委員長（中川敦司君） 

  挙手全員ですね。 

  よって、第１１号議案は原案のとおり可

決となりました。 

  次に、第１２号議案、令和３年度豊能町一

般会計補正予算（第７回）の件（関係部分の

み）でありますが、これを議題といたします。 

  提案理由の説明を求めます。 

  順次発言を求めます。 

  中谷農林商工課長。 

○農林商工課長（中谷康彦君） 

  こんにちは。農林商工課、中谷です。 

  それでは、第１２号議案、令和３年度豊能

町一般会計補正予算の件につきまして、関係

部分のみ御説明を申し上げます。 

  令和３年度豊能町一般会計補正予算書のほ

うを御覧ください。 

  まずは９ページになります。よろしいでし

ょうか。 

  ９ページ、繰越明許費の補正でございます。
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「第３表 繰越明許費補正」の表でございま

す。上から四つ目、牧地区ほ場整備事業につ

きましては、国の補正予算により事業費が追

加されましたため、この補正予算に計上して

いる事業でございますが、年度内に事業が完

了する見込みがないため繰越をするものでご

ざいます。 

○委員長（中川敦司君） 

  仲村建設課長。 

○建設課長（仲村晴好君） 

  建設課の仲村です。おはようございます。

よろしくお願いします。 

  続きまして、次の、繰越明許費の次の行で

すけれども、道路舗装事業につきましては、

これも国の補正予算によりまして社会資本整

備総合交付金の対象となったため、この補正

予算に計上している事業でございますけれど

も、年度内に事業が完了する見込みがござい

ませんので繰越するものでございます。 

○委員長（中川敦司君） 

  山内行財政課長。 

○行財政課長（山内 拓君） 

  行財政課、山内です。おはようございます。

よろしくお願いいたします。 

  第４表、補正予算書１０ページを御覧くだ

さい。 

  「第４表 債務負担行為補正（変更）」で

ございます。財務会計システム更新事業、イ

ントラネット更新事業、地籍調査推進事業、

土砂災害通報システム運用事業、ＬＥＤ照明

導入促進事業でございますが、事業費が確定

したことに伴い、限度額を減額するものでご

ざいます。 

  それでは、今回の歳入歳出予算の補正内容

につきまして御説明申し上げます。 

  最初に歳出について御説明申し上げます。

２０ページを御覧ください。 

  今回の補正につきましては事業費の確定に

伴う不用額の減額と、歳入の確定に伴う財源

振替を行いますが、それら不用額と財源振替

の説明は省略いたしますので御了承願います。 

○委員長（中川敦司君） 

  池田秘書人事課長。 

○秘書人事課長（池田拓也君） 

  秘書人事課、池田でございます。 

  そうしましたら、歳出について御説明申し

上げます。補正予算書の２０ページ並びに３

５ページの給与費明細を御覧ください。 

  款・総務費、項・総務管理費、目・一般管

理費の１．人件費事業でございますが、退職

手当４人分を補正するものでございます。 

○委員長（中川敦司君） 

  山内行財政課長。 

○行財政課長（山内 拓君） 

  行財政課、山内です。 

  続きまして、目１・一般管理費の７．基金

管理事業でございますが、令和３年度普通交

付税の再算定により臨時財政対策債償還基金

費で算定された普通交付税を町債管理基金積

立金へ積立を行うものでございます。 

○委員長（中川敦司君） 

  中谷農林商工課長。 

○農林商工課長（中谷康彦君） 

  農林商工課、中谷です。 

  続きまして、２５ページのほうをお開きく

ださい。 

  款６・農林水産業費、項１・農業費、目

４・農地費の６．ほ場整備事業でございます

が、令和４年度実施予定の事業を国の補正予

算により実施することになった増額分１６０

万円になります。これと、令和３年度事業費

の精算見込みに伴う減額分、これの差額を補

正するものでございます。 

○委員長（中川敦司君） 

  仲村建設課長。 

○建設課長（仲村晴好君） 

  続きまして、２８ページをお開きください。 

  款８・土木費、項２・道路橋梁費、目２・
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道路舗装費の１．道路舗装事業でございます

けれども、国の補正予算によります吉川中央

線、これは光風台５丁目になります、の舗装

工事に係る工事費を補正するものでございま

す。 

  歳出の説明は以上でございます。 

○委員長（中川敦司君） 

  山内行財政課長。 

○行財政課長（山内 拓君） 

  行財政課、山内です。 

  それでは、歳入について御説明申し上げま

す。 

  １５ページへお戻りください。 

  款１２・地方交付税、項１・地方交付税、

目１・地方交付税、節１・地方交付税の１．

普通交付税でございますが、実績確定に伴い

普通交付税を増額するものでございます。 

○委員長（中川敦司君） 

  仲村建設課長。 

○建設課長（仲村晴好君） 

  建設課の仲村です。 

  続きまして、款１６・国庫支出金、項２・

国庫補助金、目４・土木費国庫補助金、節

１・土木総務費国庫補助金の１．社会資本整

備総合交付金４１５万円の減額でございます

けれども、これは地籍調査に係る補助金とし

て当初予算では国から直接交付されることを

想定して国庫補助金として計上しておりまし

たが、大阪府を経由して交付されることが分

かりましたので、府補助金として組み替えを

行うもので、当初予算で計上しました全額を

減額するものでございます。 

  次に節３・道路舗装費国庫補助金の１．社

会資本整備総合交付金でございますが、歳出

のところで御説明申し上げました道路舗装事

業に係る国庫補助金でございます。 

  １６ページをお開きください。 

  款１７・府支出金、項２・府補助金、目

７・土木費府補助金、節１・土木総務費府補

助金の１．地籍調査推進事業府補助金でござ

いますけれども、先ほど国庫補助金の減額で

御説明をしました、国の補助金分の増額を含

めまして、事業費確定による交付決定額に合

わせて増額調整するものでございます。 

○委員長（中川敦司君） 

  山内行財政課長。 

○行財政課長（山内 拓君） 

  行財政課、山内です。 

  １８ページを御覧ください。 

  款２０・繰入金、項１・基金繰入金、目

１・財政調整基金繰入金でありますが、今回

の補正による財源調整として２億4,２５５万

4,０００円を減額するものであります。 

  １９ページを御覧ください。 

  款２３・町債でございますが、道路舗装事

業債につきましては、国の補正予算による社

会資本整備総合交付金が増額となったことに

伴い、補正するものでございます。 

  小学校施設整備事業債から公園施設災害復

旧事業債につきましては、事業費が確定した

ことにより減額するものでございます。 

  農地中間管理機構関連農地整備事業債につ

きましては、国の補正予算により事業費が追

加された牧地区ほ場整備事業に係る地方債を

新たに発行するものでございます。 

  説明は以上でございます。よろしく御審議

いただき御決定賜りますようよろしくお願い

いたします。 

○委員長（中川敦司君） 

  では、これより本件に対する質疑を行いま

す。 

  管野委員。 

○委員（管野英美子君） 

  ２０ページの人件費事業です。早期退職者

４名ということですが、毎年この時期に聞い

てるんですけど、職業選択の自由があります

から詳しいことは要りませんけれど、どうい

う理由なのか、分かりましたらお答えくださ
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い。 

○委員長（中川敦司君） 

  池田秘書人事課長。 

○秘書人事課長（池田拓也君） 

  秘書人事課、池田でございます。 

  一身上の都合というのが通り一遍の理由に

はなるんですけれども、全てではないですけ

ど、御家庭の事情とかっていうようなところ

は聞いております。 

  以上です。 

○委員長（中川敦司君） 

  管野委員。 

○委員（管野英美子君） 

  今回はそうかもしれませんが、若い人材が

仕事を覚えてばりばりやっているところへ出

ていくっていうことが多々あったと思うんで

すけどね。今は終身雇用ではないし、若い人

は転職っていうのもあると思うんですけど、

その辺の、人間関係とか、そこのところはど

うなさってるんですか。 

○委員長（中川敦司君） 

  池田秘書人事課長。 

○秘書人事課長（池田拓也君） 

  秘書人事課、池田でございます。 

  入庁して二、三年を経過する職員が退職し

ていくと。私どもの豊能町以外でも、各地方

公共団体でそういうようなことが発生してる

というのは当然私どもも耳にしておりまして、

当然丁寧に対応していくというのも必要にな

ってくるんですが、一義的にはまず所属のほ

うで、所属長のほうの面談等を通して、そう

いうことがないように努めていただきたいと

いうふうに考えております。 

○委員長（中川敦司君） 

  秋元委員。 

○委員（秋元美智子君） 

  秋元です。 

  私、単純に定年退職されるのかなというぐ

らいの形でいたんですけれども、やはりいろ

いろな意味で人材育成には研修費もかけてま

すので、とても町にしてみたら若い人にやめ

られるのは痛手だし、私たちにとってもやっ

ぱりショックです。今回、若い方が何人入っ

てるか分からないんですが、この４人の年齢

だけでも教えていただけますか。難しいかし

ら。 

○委員長（中川敦司君） 

  池田秘書人事課長。 

○秘書人事課長（池田拓也君） 

  秘書人事課、池田でございます。 

  年齢でございますが、５０代が３名、３０

代が１名、計４名となっております。 

○委員長（中川敦司君） 

  管野委員。 

○委員（管野英美子君） 

  ２２ページです。総務費の選挙費ですけれ

ども、減額補正ということなんですけれど、

公費負担は総額で幾らだったのか、今、出ま

すか。 

○委員長（中川敦司君） 

  山内行財政課長。 

○行財政課長（山内 拓君） 

  行財政課、山内です。 

  補正予算書２２ページの選挙費の６の、豊

能町町議会議員一般選挙費になります。負担

金のところでマイナス６８７万2,０００円減

額させていただいております。こちら、当初

予算では２４名分を組んでおったんですけれ

ども、実際に立候補された方１４名ですので、

１０名分の減額を今回、上げさせていただい

ております。 

  決算額につきましては、ちょっと今、把握

をしておらないんですけれども、当初予算額

では1,６５０万3,０００円組んでおりました

ので、その負担金の減額を差し引いた金額が

９６３万1,０００円となりますので、それぐ

らいの金額が執行されているかと考えており

ます。 
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  以上です。 

○委員長（中川敦司君） 

  ほか、ありませんか。 

  管野委員。 

○委員（管野英美子君） 

  ２５ページの、牧地区のほ場整備事業なん

ですけれど、私たち、昨年の全員協議会で工

事の概要をいただいているんですけれども、

どういう工事が増えたのか、それともクオリ

ティが上がったのか、お答えいただけますか。 

○委員長（中川敦司君） 

  中谷農林商工課長。 

○農林商工課長（中谷康彦君） 

  農林商工課、中谷です。 

  今回の補正させていただきます内容ですが、

これは令和４年度に実施します工事について

の前倒し、国が経済対策で補正、組みまして、

それで牧地区のやつを前倒しで実施というこ

とで、その分ですので、全体量が増えたとい

うことはございません。 

  以上です。 

○委員長（中川敦司君） 

  ほか、どうですか。 

（「なし」の声あり） 

○委員長（中川敦司君） 

  では、質疑を終結いたします。 

  これより討論を行います。討論ありませ

んか。 

（「なし」の声あり） 

○委員長（中川敦司君） 

  討論を終結いたします。 

  これより採決を行います。 

  本件は、原案のとおり可決と認めること

に賛成の方は挙手をお願いいたします。 

（全員挙手） 

○委員長（中川敦司君） 

  挙手全員でございますね。 

  よって、第１２号議案は原案のとおり可

決となりました。 

  続いて、第１６号議案、令和３年度豊能

町下水道事業特別会計補正予算（第２回）

の件を議題といたします。 

  提案理由の説明を求めます。 

  田中都市計画課長。 

○都市計画課長（田中克生君） 

  都市計画課、田中です。 

  それでは、第１６号議案、令和３年度豊

能町下水道事業特別会計補正予算（第２回）

につきまして御説明をさせていただきます。 

  お手元の補正予算書３ページをお開きく

ださい。 

  第１条としまして、既定の歳入歳出予算

の総額にそれぞれ1,９７６万3,０００円を

減額し、歳入歳出予算の総額を、歳入歳出

それぞれ４億6,２０８万2,０００円とする

ものでございます。 

  第２条の債務負担行為の補正でございま

すが、６ページの「第２表 債務負担行為

補正（変更）」を御覧ください。 

  事業費の確定に伴い、1,８８９万8,００

０円減額するものです。 

  第３条の地方債の補正でございますが、

７ページの「第３表 地方債補正（変更）」

を御覧ください。 

  事業費が確定したことにより限度額を６

６０万円減額するものでございます。 

  それでは、今回の補正について歳出から

御説明させていただきます。１１ページを

お開きください。 

  まず、款１・下水道費、項１・下水道管

理費、目１・下水道総務費の公課費ですが、

1,３１６万3,０００円の減でございます。

これは、消費税額の確定により減額するも

のでございます。 

  次に、項２・下水道整備費、目１・下水

道整備費でございますが、これは流域下水

道事業の事業費の確定に伴い、負担金を６

６０万円減額するものでございます。 
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  続きまして、歳入について御説明させて

いただきます。１０ページにお戻りくださ

い。 

  款５・繰入金につきましては、事業費の

確定に伴う減額でございます。款８・町債

につきましては、流域下水道事業負担金の

減により減額するものでございます。 

  御説明は以上でございます。御審議いた

だき御決定賜りますようよろしくお願いし

ます。 

○委員長（中川敦司君） 

  これより本件に対する質疑を行います。 

（「なし」の声あり） 

○委員長（中川敦司君） 

  では、ないので、質疑を終結いたします。 

  これより討論を行います。討論ありませ

んか。 

（「なし」の声あり） 

○委員長（中川敦司君） 

  討論を終結いたします。 

  これより採決を行います。 

  本件は、原案のとおり可決と認めること

に賛成の方は挙手をお願いいたします。 

（全員挙手） 

○委員長（中川敦司君） 

  挙手全員ですね。 

  よって、第１６号議案は原案のとおり可

決されました。 

  以上で、本委員会に付された案件は、全

て終了いたしました。 

  続きまして、その他について、委員間討

議を行う事項は、何かございますか。あり

ませんか。 

（「なし」の声あり） 

○委員長（中川敦司君） 

  では、意見がございませんので、以上で

本委員会を閉会したいと思います。これに、

御異議ございませんでしょうか。 

（「異議なし」の声あり） 

○委員長（中川敦司君） 

  異議なしと認めます。よって、本委員会

は、閉会することに決定いたしました。 

  これで、本日の会議を閉じます。 

  本委員会の閉会に当たり、川村副町長か

ら御挨拶がございます。 

  川村副町長。 

○副町長（川村哲也君） 

  総務建設常任委員会の閉会に当たりまし

て、私のほうから一言、御挨拶を申し上げ

させていただきたいと思います。 

  冒頭でも御報告をさせていただきました

が、本日、町長が体調不良により欠席とい

うことで、大変御迷惑をかけまして、本当

に申し訳ございませんでした。 

  本日、提案させていただきました議案に

対して御審査賜り、適切に御決定賜りまし

たこと、まことにありがとうございます。

いただきました御意見につきましては、執

行のときにしっかりと配慮し、注意を払っ

てまいりたいと考えておるところでござい

ます。引き続き、本町に対する御支援、御

協力をよろしくお願い申し上げます。 

  本日はどうもありがとうございました。 

○委員長（中川敦司君） 

  では、これをもって総務建設常任委員会

を閉会いたします。どうもお疲れさまでご

ざいました。 

 

 

午前１１時２２分 閉会 
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